
資料６

相 談 体 制 の 強 化 に つ い て

① 社会保険事務所等の相談体制の拡充

「ねんきん特別便」の送付の本格化に伴い、相談体制を順次拡充。

○ ねんきん特別便専用コールセンターの最大席数

（ ） （ ） （ ）３５０席 19.12.17 →７００席 20.1.21 →１０９０席 20.2.12
→１２４０席（20.3.10）→１３４０席（20.3.17）

・ 機動的に年金の一般相談の電話からの転用を実施

○ 社会保険事務所の窓口相談

・ 来訪相談用の臨時相談窓口の設置（３月１９日現在で１，７１３席）

・ 社会保険庁OB、社会保険労務士等に協力を求め、相談窓口に配置

（ 、 ， ）３月３日から１３日の速報で 延べ１ ５８２人

・ 来訪相談の増加、相談後の記録の確認・補正業務に他の部門の職員を弾力的に配置

・ 都道府県域を越えた全国的な相談対応職員の支援体制

・ ブロック事務局の監察担当職員をブロック内の混雑している事務所へ機動的な相談

支援

○ 来訪者へのサービス向上

・ 休日における社会保険事務所の開庁日を追加 【別紙】

・ 平日夜間や休日を活用した効果的な予約相談の運用

・ 当該週及び前週の混雑状況（お待たせ時間）を時間帯別に分かりやすく掲示

○ 出張相談等の実施

② 社会保険労務士の協力による相談の実施

身近な場所で気軽に相談できるようにするため、社会保険労務士の協力を
得て、以下を順次実施。

・ 都道府県社会保険労務士会の年金相談センター及び協力いただけた社会保険労務士

事務所で相談を実施

・ 各都道府県社会保険労務士会に窓口装置（ＷＭ）を１台ずつ貸与

（ 、 ）４月１日現在で４６社労士会に貸与 ※今後 要望に応じ拡充する予定



・ 協力を得られる市区町村、郵便局、農漁協において、社会保険労務士による相談を

実施

［４月１日現在の状況］

市町村 ・相談開始済 １４２市町村（３７都道府県）

・実施を希望し、調整中 ６４市町村（１２道県）

郵便局 ・相談開始済 ７７郵便局（３５道府県）

・支社と調整中 ７郵便局（５県）

（ ） （ ）農漁協 ・相談開始済 ３２農協 ２１都県 及び８漁協 ８県

・調整中 １２農協（４県）及び２漁協（１県）

・社会保険事務所に対して社会保険労務士の紹介依頼があった場合は、社労士会をご案

内。社会保険労務士会は、近隣の社会保険労務士を紹介。

・ これらの取組に係る周知・広報

③ 市区町村の協力による身近な場所での相談の実施

市区町村の協力を得て、その窓口で 「特別便」の趣旨・目的等の説明や、
加入履歴に係る注意喚起の助言、相談等を実施。

・ 相談窓口の設置

（協力市区町村数（平成20年４月11日時点） １，７６９市区町村）

・ 年金加入記録照会票等の社会保険事務所への届出代行の実施

（協力市区町村数（平成20年４月11日時点） １，２９１市区町村）

・ 協力できる市区町村における窓口装置を用いた相談の実施

協力できる市区町村数（平成20年４月16日現在） １９０市区町村

４月中旬以降設置予定市区町村数（平成20年４月16日現在）１５１市区町村

・ これらの取組に係る周知・広報



日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４

２７ ２８ ２９ ３０ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

（土曜日・日曜日・祝日の開庁時間は、午前９時３０分から午後４時です。）

  平成２０年４月から５月の休日開庁日について

２０年４月 ２０年５月

　　  来訪相談のお客様が増加してきたことから、社会保険オンラインシステムを

　 稼働させて社会保険事務所・年金相談センターを開く土日・祝日を、従来の第

    2土曜日のほか、以下のとおりとします。

　　　開庁日

　　　相談の一部については、後日回答となる日

　　　　　　注）　被保険者の方からのご相談につきましては、原則としてほぼお答えできますが、
　　　　　　　　受給者の方からのご相談につきましては、当日承って、後日お答えさせていただき

　　　　　　　　ます。

　　　相談の全てについて後日回答となる日

　　　　　　注）　被保険者・受給者とも、ご相談につきましては、当日承って、後日お答えさせてい
　　　　　　　　ただきます。

○

◇

△

　【別紙】


